
対象となる障害者は、

・ 障害者手帳を持っている方に限定されません。

・ 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）その他の心身の機能
に障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または
職業生活を営むことが著しく困難な方が対象となります。

PL290127 01-兵庫03

（事業主の方へ）

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

雇用の分野で

障害者に対する差別が禁止され、
合理的な配慮の提供が義務となりました

雇用の分野で

障害者に対する差別が禁止され、
合理的な配慮の提供が義務となりました

●改正障害者雇用促進法が施行されました

「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、平成28年４月１日に

施行されました。

①雇用の分野での障害者差別の禁止
障害者であることを理由とした障害のない人との不当な差別的取扱いが禁止さ

れています。

②雇用の分野での合理的配慮の提供義務
障害者に対する合理的配慮の提供が義務付けられています。

③相談体制の整備・苦情処理、紛争解決の援助
障害者からの相談に対応する体制の整備が義務付けられています。
障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務とされています。

改正のポイント

対象となる事業主の範囲は、

事業所の規模・業種に関わらず、すべての事業主が対象となります。



募集・採用、賃金、配置、昇進、教育訓練などの雇用に関するあらゆる局面で、

・障害者であることを理由に障害者を排除すること

・障害者に対してのみ不利な条件を設けること

・障害のない人を優先すること

は障害者であることを理由とする差別に該当し、禁止されています。

＜募集・採用時の差別の例＞
◆単に「障害者だから」という理由で、求人への応募を認めないこと

※ 特例子会社を設置している親会社で求人募集を行う場合や、障害者のみを対象とする求人募集を行っ

ている事業所において、別に求人募集を行う場合であっても、全ての求人において、障害者だからとい

う理由で障害者の応募を受け付けないことは禁止される差別に該当します。

◆業務遂行上必要でない条件を付けて、障害者を排除すること

※ 障害者のみ一定の資格等を応募の要件とすることも禁止される差別に該当します。

＜採用後の差別の例＞
◆労働能力などを適正に評価することなく、単に「障害者だから」という理由で、異なる

取扱いをすること

※ 単に障害者であることを理由として、昇進の対象としない、特定の職務を割り当てる（割り当てな

い）、雇用形態を変更する、障害者のみを退職の勧奨対象とすることなどが禁止される差別に該当し

ます。

＜禁止される差別に該当しない場合＞
◇積極的な差別是正措置として、障害者を有利に取り扱うこと

例：障害者のみを対象とする求人（いわゆる障害者専用求人）

◇合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価した結果として障害者でない人
と異なる取扱いをすること
例：障害者でない労働者の能力が障害者である労働者に比べて優れている場合に、評価が優れ

ている障害のない労働者を昇進させること

◇合理的配慮に応じた措置をとること
（その結果として、障害者でない人と異なる取扱いとなること）

例：研修内容を理解できるよう、合理的配慮として障害者のみ独自メニューの研修をすること

など
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合理的配慮とは、

障害者から事業主に対して、支障となっている事情や必要な配慮を申し出ていただきます。
申し出を受けた場合は、どのような合理的配慮を提供するかを当該障害者と事業主の間でよ

く話し合っていただくことが必要です。

● 募集・採用時の合理的配慮のための手順

・募集及び採用時においては、障害者と障害者でない人との均等な機会を確保する
ための措置
・採用後においては、障害者と障害者でない人の均等な待遇の確保または障害者の
能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置
のことをいいます。

● 採用後の合理的配慮のための手順

障害の種類によっては、見た目だけではどのような支障があり、どのような配慮が必要なのか
わからない場合があります。また、障害部位・等級が同じ場合であっても、障害者一人ひとりの
状態や職場環境などによって、求められる配慮は異なり、多様で個別性が高いものである点に留
意が必要です。
具体的にどのような措置をとるかについては、障害者と事業主とでよく話し合った上で決めて
いただく必要があります。

１．配慮を必要としている障害者の把握・確認
労働者本人からの申し出の有無に関わらず、事業主から障害者に対して、職場で支障となっ

ている事情の有無を確認してください。全従業員への一斉メール送信、書類の配付、社内報等
の画一的な手段により、合理的配慮の提供の申し出を呼びかけることが基本となります。

２．必要な配慮に関する話合い
障害者本人から、障害の状況や職場で支障となっている事項、配慮事項への意向を確認する

ことが必要です。障害者本人の意向が十分に確認できない等の場合は、障害者の家族や支援機
関の担当者等から、支障となっている事項やその対処方法についての意見を聞くことも有効で
す。

３．合理的配慮の確定
障害者の意向を十分に尊重しつつ、提供する合理的配慮を決め、障害者本人に伝えます。そ

の際、障害者が希望する措置が過重な負担（※ P4）であり、より提供しやすい措置を講じる
こととした場合は、その理由を障害者本人に説明いただく必要があります。

４．職場内での意識啓発・説明
障害者が職場に適応し、有する能力を十分に発揮できるよう、一緒に働く上司や同僚に、障

害の特性と配慮事項を理解してもらえるように職場内での意識啓発が必要です。
なお、説明に当たっては、障害者本人の意向を踏まえ、説明内容や説明する対象者の範囲等

について、障害者本人と十分に打ち合わせしておくことが肝要です。

雇用の分野での合理的配慮の提供義務２



● 「合理的配慮指針事例集」厚生労働省ホームページに掲載中
（URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/

shougaisha_h25/index.html）
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＜募集・採用時の合理的配慮の例＞
◆視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行うこと
◆聴覚・言語障害がある方に対し、筆談などで面接を行うこと

＜採用後の合理的配慮の例＞
◆肢体不自由がある方に対し、机の高さを調節することなど作業を可能にする工夫を

行うこと
◆知的障害がある方に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成したり、業務指
示は内容を明確にしてひとつずつ行ったりするなど作業手順を分かりやすく示すこ
と

◆精神障害がある方などに対し、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮
すること

● 過重な負担

合理的配慮は「過重な負担」にならない範囲で事業主に講じていただくもので
あり、合理的配慮の提供義務については、事業主に対して「過重な負担」を及
ぼすこととなる場合は除くこととしています。
過重な負担は、以下の６つの要素を総合的に勘案し、個別に判断します。

①事業活動への影響の程度 ②実現困難度 ③費用負担の程度
④企業の規模 ⑤企業の財務状況 ⑥公的支援の有無

● 合理的配慮の具体例

● 必要な配慮について話し合う際の参考例

どのような配慮が必要か話し合うに当たっては、障害特性や状況等を踏まえ、
例えば次のような観点から進めることができます。

＜参考例＞
・就業時間・休暇等の労働条件面での配慮が必要か
・障害の種類や程度に応じた職場環境の改善や安全管理がなされているか
・職務内容の配慮・工夫が必要か
・職場における指導方法やコミュニケーション方法の工夫ができないか
・相談員や専門家の配置または外部機関との連携方法はどうか
・業務遂行のために必要な教育訓練は実施されているか など

事業主が障害のある労働者に合理的配慮を提供する際に、参考となる事例を紹介しております。

●「障害者雇用事例リファレンスサービス」(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)
（URL:http://www.ref.jeed.or.jp/)



事業主は、障害者からの相談に適切に対応するために、相談窓口の設置など
の相談体制の整備が義務づけられています。
＜相談体制の整備その他の雇用管理上必要な措置＞

◆相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
◆相談者のプライバシーを保護するために必要な措置をとること
◆相談したことを理由とする不利益な取扱いを禁止し、労働者にその周知・啓発をすること

（例：就業規則、社内報、パンフレット、社内ホームページなどで規定する）
など

相談体制の整備・苦情処理、紛争解決の援助

● 相談体制の整備

事業主は、障害者に対する差別禁止や合理的配慮の提供に関する事項につい
て、障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務とされています。

● 苦情の処理

● 紛争解決の援助制度

障害のある労働者と事業主の話合いによる自主的な解決が難しい場合におけ
る紛争解決を援助する仕組みが整備されています。お困りの際は、都道府県労
働局職業安定部にご相談ください。

①都道府県労働局長による助言、指導または勧告
②第三者による調停制度

簡単な手続きで、
迅速に行政機関に

解決してもらいたい場合

都道府県労働局長
による助言・指導・勧告

公平、中立性の高い第三者機関に
援助してもらいたい場合

障害者雇用調停会議
による調停

自 主 的 解 決

労働者 事業主

解決しない場合

都道府県労働局 職業安定部に相談
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  〒650-0044

  神戸市中央区東川崎町1-1-3　神戸クリスタルタワー１４階

ハローワーク

(公共職業安定所)

  〒650-0025

  神戸市中央区相生町1-3-１

  〒669-1531

  三田市天神１-5-25

  〒657-0833

  神戸市灘区大内通5-2-2

  〒673-089１

  明石市大明石町2-3-37

  〒65１-2273

  神戸市西区糀台5-3-8

  〒660-0827

  尼崎市西大物町12-41　アマゴッタ２階

  〒662-0862

  西宮市青木町2-11

  〒664-0881

  伊丹市昆陽1-1-6　伊丹労働総合庁舎

  〒675-0017

  加古川市野口町良野1742

  〒677-0015

  西脇市西脇885-30　西脇地方合同庁舎

  〒670-0947

  姫路市北条字中道250

  〒679-4167

  たつの市龍野町富永1005-48

  〒678-0031

  相生市旭1-3-18　相生地方合同庁舎

  〒678-0232

  赤穂市中広字北907-8

  〒669-3309

  丹波市柏原町柏原字八之坪1569

  〒669-2341

  篠山市郡家403-11

  〒668-0024

  豊岡市寿町8-4　豊岡地方合同庁舎

  〒669-6544

  美方郡香美町香住区香住844-1

  〒667-0021

  養父市八鹿町八鹿1121-1

  〒669-5202

  朝来市和田山町東谷105-2

  〒656-0021

  洲本市塩屋２-４-５

0796-36-0136

八　鹿 079-662-2217

和田山 079-672-2116

淡路 洲　本 0799-22-0620

赤　穂 0791-42-2376

丹
波
・
但
馬
地
区

柏　原 0795-72-１070

篠　山 079-552-0092

豊　岡 0796-23-3101

香　住

東
・
西
播
磨
地
区

加古川 079-421-9125

相　生 0791-22-0920

明　石 078-912-2313

西　神 078-99１-1100

姫　路 079-222-4435

西　脇 0795-22-3181

龍　野 0791-62-0981

阪
神
地
区

尼　崎

西　宮 0798-75-6715

伊　丹 072-772-8618

06-7664-8608

所在地　(郵便番号) 電話番号

神
戸
・
明
石
地
区

神　戸 078-362-4571

三　田 079-563-8609

灘 078-861-7984

所在地　(郵便番号) 電話番号

078-367-0810

労働局

兵庫労働局

職業安定部職業対策課

兵庫労働局及び兵庫県内ハローワーク（公共職業安定所）一覧
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